
第2回

講師： 高頭 晃紀

（日本ケアコミュニケーションズ チーフコンサルタント）

（ 令和 3年 1月 1 8日介護給付費分科会より ）

基本報酬と加算、運営基準改定のポイント

ココがこうなる！

令和3年介護報酬改定

【特養編】



⚫ 基本報酬は、ほぼ変わらずと解釈すべきです（栄養マネジメントの一体化）

⚫ 栄養マネジメント強化加算はぜひとも

⚫ 安全管理体制未実施減算は絶対に避ける、かつ安全対策体制加算はとる

⚫ 科学的介護推進体制加算は、４月からでなくと、視野に入れる。あわせて自立支援促
進加算を視野に入れる

⚫ 従って L I F Eは絶対！

⚫ アウトカム系の加算（AD L 、排せつ、褥瘡等）は急がない

⚫ サービス提供体制強化加算の算定要件の変更に注意が必要です

⚫ 見守り機器等の導入により、従来型の夜勤配置が緩和されますが、適用には慎重に。

⚫ 食事の基準費用額が１４４５円になります

ココがポイント！



① １（ １ ）①感染症対策の強化★

② １（ １ ）②業務継続に向けた取組の強化★

③ ３（２ ）①CHASE ・V IS I T情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進★

④ ４（ １ ）⑥人員配置基準における両立支援への配慮★

⑤ ４（ １ ）⑦ハラスメント対策の強化★

⑥ ４（２ ）④会議や多職種連携における I CTの活用★

⑦ ４（３ ）①利用者への説明・同意等に係る見直し★

⑧ ４（３ ）②員数の記載や変更届出の明確化★

⑨ ４（３ ）③記録の保存等に係る見直し★

⑩ ４（３ ）④運営規程等の掲示に係る見直し★

⑪ ６②高齢者虐待防止の推進★

⑫ ６④地域区分★

全 サ ー ビ ス 共 通 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



○ 介 護 老 人 福 祉 施 設 ・ 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 基 本 報 酬

○ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 対 応 す る た め の 特 例 的 な 評 価

① １ （ １ ） ③ 災 害 へ の 地 域 と 連 携 し た 対 応 の 強 化

② ２ （ １ ） ① 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 等 の 見 直 し

③ ２ （ １ ） ② 認 知 症 に 係 る 取 組 の 情 報 公 表 の 推 進

④ ２ （ １ ） ④ 認 知 症 介 護 基 礎 研 修 の 受 講 の 義 務 づ け

⑤ ２ （ ２ ） ① 看 取 り 期 に お け る 本 人 の 意 思 に 沿 っ た ケ ア の 充 実

⑥ ２ （ ２ ） ② 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に お け る 看 取 り へ の 対 応 の 充 実

⑦ ２ （ ４ ） ⑦ 退 院 ・ 退 所 時 の カ ン フ ァ レ ン ス に お け る 福 祉 用 具 専 門 相 談 員 等 の 参 画 促 進

⑧ ２ （ ５ ） ① 個 室 ユ ニ ッ ト 型 施 設 の 設 備 ・ 勤 務 体 制 の 見 直 し

⑨ ２ （ ７ ） ⑤ 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に よ る 地 域 の 実 情 に 応 じ た サ ー ビ ス 提 供 の 確 保 （ ※ 地 密 の み ）

⑩ ３ （ １ ） ① リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ・ 機 能 訓 練 、 口 腔 、 栄 養 の 取 組 の 一 体 的 な 推 進

⑪ ３ （ １ ） ⑧ 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 の 見 直 し

⑫ ３ （ １ ） ⑬ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に お け る 個 別 機 能 訓 練 加 算 の 見 直 し

⑬ ３ （ １ ） ⑭ 施 設 系 サ ー ビ ス に お け る 口 腔 衛 生 管 理 の 強 化

⑭ ３ （ １ ） ⑮ 施 設 系 サ ー ビ ス に お け る 栄 養 ケ ア ・ マ ネ ジ メ ン ト の 充 実

⑮ ３ （ １ ） ⑯ 多 職 種 連 携 に お け る 管 理 栄 養 士 の 関 与 の 強 化

改 定 事 項 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



⑯ ３ （ ２ ）④ A D L維持等加算の見直し

⑰ ３ （ ３ ）①寝たきり予防 ・重度化防止のためのマネジメントの推進

⑱ ３ （ ３ ）②褥瘡マネジメント加算等の見直し

⑲ ３ （ ３ ）③排せつ支援加算の見直し

⑳ ４ （ １ ）①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

㉑４ （ １ ）②介護職員等特定処遇改善加算の見直し

㉒４ （ １ ）③サービス提供体制強化加算の見直し

㉓４ （ ２ ）①見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し

㉔４ （ ２ ）②見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

㉕４ （ ２ ）③テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

㉖４ （ ２ ）⑪介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し

㉗５ （ １ ）⑩介護職員処遇改善加算 （Ⅳ ） 及び （Ⅴ ） の廃止

㉘６①介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化

㉙６③基準費用額の見直し

改 定 事 項 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



• 栄養マネジメントの分、
上がったという感じで
す

基本報酬



⚫ 看取り介護加算に４５日前
～３１日前 ７２単位 /日が
新設されます

２ ． （ ２ ） ② 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に お け る 看 取 り へ の 対 応 の 充 実



⚫ 個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着
を目指し、ユニットケアを推進する観点から、１ユニットの定員を、夜間及び
深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう
努めることを求めつつ、現行の「おおむね 10人以下」から「原則としておお
むね10人以下とし、 15人を超えないもの」とする。

⚫ ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化
を進める観点から、新たに設置することを禁止する。

すでにあるユニット型個室的多床室については、経過的ユニット型となります

２ ． （ ５ ） ① 個 室 ユ ニ ッ ト 型 施 設 の 設 備 ・ 勤 務 体 制 の 見 直 し



○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的で
ある外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止
に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。

通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおけ
る生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、
ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業
所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価す
る区分を新たに設ける。【告示改正】

３ ． （ １ ） ⑧ 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 の 見 直 し ①



• ICTを活用して、
利用者の状態をア
セスメントした場
合の加算が施設さ
れました

３ ． （ １ ） ⑧ 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 の 見 直 し ①



• L I FEへデータ提
出するとさらに２０
単位

３ ． （ １ ） ⑬ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に お け る 個 別 機 能 訓 練 加 算 の 見 直

し



• 年２回以上の介護
職員への口腔衛生
にかかる技術的助
言・指導が義務化

• 口腔衛生計画を
L I FEへ登録する
と、Ⅱが算定でき
る

３ ． （ １ ） ⑭ 施 設 系 サ ー ビ ス に お け る 口 腔 衛 生 管 理 の 強 化



• 現在の栄養ケアマネジメ
ント加算は、基本報酬と
一体化で、未実施は減算

• 栄養マネジメント強化加
算が新設

• 低栄養リスク改善加算が
廃止

• 経口維持加算は６か月縛
りがなくなる

３ ． （ １ ） ⑮ 施 設 系 サ ー ビ ス に お け る 栄 養 ケ ア ・ マ ネ ジ メ ン ト の 充 実



• L I F Eへの情報登録で、
月４０単位、疾病の状況
等を追加すると50単位

３ ． （ ２ ） ① C H A S E ・ V I S I T 情 報 の 収 集 ・ 活 用 と P D C A サ イ ク ル の

推 進 ②



• 特養にも、AD L維持等
加算が加わります

３ ． （ ２ ） ④ A D L 維 持 等 加 算 の 見 直 し ①



３ ． （ ２ ） ④ A D L 維 持 等 加 算 の 見 直 し ②



• 自立支援促進加算が新
設

３ ． （ ３ ） ① 寝 た き り 予 防 ・ 重 度 化 防 止 の た め の マ ネ ジ メ ン ト の 推 進



• プロセス評価だけだと、
単位数が下がります

• アウトカムが良ければ、
単位数が少し上がります

３ ． （ ３ ） ② 褥 瘡 マ ネ ジ メ ン ト 加 算 等 の 見 直 し ①



• プロセス評価だけだと、
単位数が下がります

• アウトカムが良ければ、
単位数が少し上がります

３ ． （ ３ ） ② 褥 瘡 マ ネ ジ メ ン ト 加 算 等 の 見 直 し ②



３ ． （ ３ ） ③ 排 せ つ 支 援 加 算 の 見 直 し ①



Ⅰ 計画を作成して実施で １ ０
単位

Ⅱ その結果 、排尿か排便のど
ちらかが改善するか 、おむつ
なしになると １ ５単位

Ⅲ その結果 、排尿か排便のど
ちらかが改善して 、おむつなし
になると １ ５単位

３ ． （ ３ ） ③ 排 せ つ 支 援 加 算 の 見 直 し ②



Ⅰ 以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士 8 0 %以上

②勤続 1 0年以上介護福祉士 3 5％以上

Ⅱ 介護福祉士 6 0 %以上

Ⅲ 以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士 5 0 %以上

②常勤職員 6 0 %以上

③勤続 7年以上の者が 3 0 %以上

Ⅰ 2 2単位 /回 （日 ）

Ⅱ 1 8単位 /回 （日 ）

Ⅲ 6単位 /回 （日 ）

４ ． （ １ ） ③ サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 の 見 直 し



• 夜勤職員配置加算
が見守り機器等の
導入により、要件
が緩和されます

４ ． （ ２ ） ① 見 守 り 機 器 等 を 導 入 し た 場 合 の 夜 勤 職 員 配 置 加 算 の 見 直 し



• 従来型の特養、
ショートで、見守り
機器等を導入する
と、夜勤の体制が、
常勤換算になり、
緩和されます

• 慎重に！

４ ． （ ２ ） ② 見 守 り 機 器 等 を 導 入 し た 場 合 の 夜 間 に お け る 人 員 配 置 基 準

の 緩 和



• 日常継続支援加算
の介護福祉士要件
の緩和

• （６ ： １→７：１ ）

• 追加要件がありま
す

４ ． （ ２ ） ③ テ ク ノ ロ ジ ー の 活 用 に よ る サ ー ビ ス の 質 の 向 上 や 業 務 効 率 化

の 推 進



• 安全管理体制未実
施減算が新設

• 安全対策体制加算
が新設

６ ． ① 介 護 保 険 施 設 に お け る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の 強 化



• 食費の基準費用額
が、１４４５円にな
ります

６ ． ③ 基 準 費 用 額 の 見 直 し



⚫ 基本報酬は、ほぼ変わらずと解釈すべきです（栄養マネジメントの一体化）

⚫ 栄養マネジメント強化加算はぜひとも

⚫ 安全管理体制未実施減算は絶対に避ける、かつ安全対策体制加算はとる

⚫ 科学的介護推進体制加算は、４月からでなくと、視野に入れる。あわせて自立支援促
進加算を視野に入れる

⚫ 従って L I F Eは絶対！

⚫ アウトカム系の加算（AD L 、排せつ、褥瘡等）は急がない

⚫ サービス提供体制強化加算の算定要件の変更に注意が必要です

⚫ 見守り機器等の導入により、従来型の夜勤配置が緩和されますが、適用には慎重に。

⚫ 食事の基準費用額が１４４５円になります

ココがポイント！



ご視聴ありがとうございました


